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(57)【要約】
【課題】脚板および背面板が一体化され、部品点数が少
なくしかもレイアウトの変更が可能なシステム机が求め
られていた。
【解決手段】天板１１を支えるための長方形状の４枚の
立板１２～１５を採用する。４枚の立板のうち、２枚の
立板１２、１３は長立板、２枚の立板１４、１５は短立
板とする。各立板には、長手方向である上下方向に、上
辺から下辺に至るように２列で等間隔に配列された多数
の組立用小孔１８が形成されている。４枚の立板の下辺
から同じ高さにある組立用小孔合計８つにより、天板が
水平に支持されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面視が長方形状の天板と、
　前記天板を支えるための長方形状の４枚の立板とを有し、
　各立板には、長手方向である上下方向に、立板の上辺から下辺に至るように２列で等間
隔に配列された多数の組立用小孔が形成されていて、
　前記４枚の立板の下辺から同じ高さにある組立用小孔合計８つにより、前記天板が水平
に支持されていることを特徴とするシステム机。
【請求項２】
　前記立板は、少なくとも２枚が、他の２枚に比べて上下方向の寸法が相対的に長い長立
板の対であり、
　この長立板の対は、天板よりも上方へ立ち上がった部分に形成されている前記組立用小
孔を用いて、棚を保持していることを特徴とする、請求項１記載のシステム机。
【請求項３】
　前記長立板は、前記天板の一角に対して側方および奥方から平面視直角を形成するよう
に組み合わされていることを特徴とする、請求項２記載のシステム机。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、事務作業や学習作業に用いられる机に関し、特に、種々の用途に適し、柔
軟な配置構造をとることのできるシステム机に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば児童用学習机においては、天板２の奥側に背面板７を取り付け、背面板７に棚
板１０が取り付けられて、本棚が形成された構造のものがある（たとえば特許文献１）。
　また、学習机に備えられた背面板は、通常、脚体（脚板）に固定されている（特許文献
１参照）。そして背面板５には、ねじの挿入孔９が上下適宜間隔で複数個ずつ穿設される
ことにより、背面板を複数段階に高さ調整できるものも提案されている（特許文献２）。
　　　
【０００３】
　さらに、デスクパネル装置として、デスクＢの天板Ｂ１の奥側にパネル体１を垂直方向
に取り付け、このパネル体１の高さを垂直方向に変位可能にした構成の机も提案されてい
る（特許文献３）。
【特許文献１】特開平９－１５４６３８号公報
【特許文献２】特開平１０－２７６８４１号公報
【特許文献３】特開２０００－１７５７４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の机は、天板の奥側に背面板を取り付ける場合、机とは別部材で構成された背面板
を机の脚板に取り付けるという構造であった（特許文献１、特許文献２参照）。
　また、特許文献３に開示されているように、天板Ｂ１にデスクパネル１を取り付ける場
合は、専用の取付治具により取り付けられる。
　ところで、机に背面板やパネルを取り付けた場合、背面板を利用して棚（本棚）を保持
したり、パネルにメモ紙等を貼り付けたりすることができ、使用勝手が良いが、背面板や
パネルが別部材であるため、その組み立てが煩雑であったり、部品点数の増加により価格
が高くなる等の課題があった。
【０００５】
　この発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、机の天板から上方
へ立ち上がった背面板や側板が机と一体化されていて、机全体の部品点数が少なく、しか
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も種々の使用目的や使用用途に適するシステム机を提供することを主たる目的とする。
　この発明は、また、脚板および背面板が一体化され、部品点数が少なくしかもレイアウ
トの変更が可能なシステム机を提供することを他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１記載の発明は、平面視が長方形状の天板と、前記天板を支えるための長方形状
の４枚の立板とを有し、各立板には、長手方向である上下方向に、立板の上辺から下辺に
至るように２列で等間隔に配列された多数の組立用小孔が形成されていて、前記４枚の立
板の下辺から同じ高さにある組立用小孔合計８つにより、前記天板が水平に支持されてい
ることを特徴とするシステム机である。
【０００７】
　請求項２記載の発明は、前記立板は、少なくとも２枚が、他の２枚に比べて上下方向の
寸法が相対的に長い長立板の対であり、この長立板の対は、天板よりも上方へ立ち上がっ
た部分に形成されている前記組立用小孔を用いて、棚を保持していることを特徴とする、
請求項１記載のシステム机である。
　請求項３記載の発明は、前記長立板は、前記天板の一角に対して側方および奥方から平
面視直角を形成するように組み合わされていることを特徴とする、請求項２記載のシステ
ム机である。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１記載の発明によれば、机は、天板と、４枚の立板とを有している。そして天板
は４枚の立板によって水平に支持されている。たとえば、平面視長方形状の天板の左右両
側辺が２枚（一対）の立板で支持され、かつ、天板の奥側辺は、その長さ方向に沿うよう
に左右に配列された２枚（一対）の立板により支持されている。
　従って、天板は、４枚の立板によって、その左右両側辺および奥側辺がしっかりと支持
されており、安定性のある机となる。
【０００９】
　また、４枚の立板には、それぞれ、長手方向である上下方向に２列で等間隔に配列され
た多数の組立用小孔が形成されているから、天板の支持をどの小孔により行うかによって
、天板の高さを所望の高さに調整することができる。
　特に、この机を児童用の学習机等として利用する際には、児童の体格に合わせて天板の
高さを低くでき、児童の成長に合わせて天板の高さを高くできるので、好適な学習机とす
ることができる。
【００１０】
　天板の奥側辺を支える２枚の立板が、上下方向に長く、たとえば上下方向中央部あたり
で天板を支える構成の場合、天板の奥側から上方へ立ち上がった部分の立板は、背面板と
して機能し得る。それゆえこの背面板を利用して、棚を取り付ける等により、本棚付き机
を構成することができる。棚を取り付ける際には、立板に形成された２列等間隔の多数の
組立用小孔を利用することができ、棚の取り付け位置を調整したり、棚を所望の高さに取
り付けることができる。
【００１１】
　請求項２記載のように、４枚の立板のうち、２枚（一対）の立板を長立板とし、２枚（
一対）の立板を短立板としてもよい。その場合、長立板の上方部分を上述のように机の背
面板として活用することができる。また、短立板の対は、天板の左右両側を支持する脚板
として機能する。
　請求項３記載のように、長立板の対を天板のたとえば左辺および左奥側を支持する組立
構造とし、短立板の対を天板のたとえば右辺および右奥側を支持する組立構造としてもよ
い。こうすれば、天板の左側方および左奥側に上方へ延びる仕切り板または背面板が備わ
ったシステム机となり、机を使用する者に対し、半オープンのプライベートスペースを提
供することができるとともに、必要に応じて本棚等を設けることのできる使い勝手の良い
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システム机となる。
【００１２】
　この発明の変形例としては、４枚の立板が、全て長立板であって、この４枚の長立板に
よって天板の側方および奥側が囲まれるようなシステム机とすることも可能である。
　あるいは、天板が左右に非常に長手の長方形状の場合、天板の左右側方が２枚の立板で
支持され、天板の奥側は３枚の立板で支持されるような構成とすることも可能である。
　いずれにしろ、この発明のシステム机によれば、工場出荷時から組み立て場所へ搬入す
るまでは、天板を含めて５枚の板を重ね合わせた状態で梱包でき、それを設置場所で組み
立てることにより机が出来上がるので、いわゆるノックダウン方式により、搬送および組
み立てが便利で、しかも多様な態様に組み立てることができる、使い勝手の良いシステム
机とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下には、図面を参照して、この発明の一実施形態について具体的に説明をする。
　図１は、この発明の一実施形態に係るシステム机１０の斜視図である。また、図２は、
システム机１０の正面図、図３はシステム机１０の右側面図、図４はシステム机１０の左
側面図、図５はシステム机１０の平面図、図６はシステム机１０の背面図である。
　図１～６を参照して、システム机１０には、平面視が長方形状の天板１１、および天板
１１を支えるための長方形状の４枚の立板１２、１３、１４、１５が含まれている。天板
１１は、その長辺（幅）がたとえば１１９０ｍｍ、その長辺（奥行）がたとえば５５０ｍ
ｍの寸法を有しており、厚みがたとえば２５ｍｍの木材製である。この実施形態では、天
板１１の下面側には引き出し１６、１７が備えられている。しかし、引き出し１６、１７
のない天板であっても構わない。
【００１４】
　４枚の立板１２～１５のうち、この実施形態では、２枚の立板１２、１３が長立板の対
を構成している。一方、２枚の立板１４、１５は短立板の対を構成している。長立板１２
、１３は、長方形状の木材製であって、その幅（短辺方向長さ）は、たとえば５５ｍｍ、
その高さ（長辺方向寸法）はたとえば１３７５ｍｍであり、厚みがたとえば２５ｍｍの部
材である。
【００１５】
　一方、短立板１４、１５は、その幅（短辺方向の寸法）がたとえば５５ｍｍであり、そ
の高さ（長手方向寸法）はたとえば７３５ｍｍであり、厚みはたとえば２５ｍｍの木材製
である。
　このように、長立板１２、１３と短立板１４、１４とは、その高さが異なるだけである
。
【００１６】
　この実施形態の特徴は、長立板１２、１３、短立板１４、１５に、それぞれ、長手方向
である上下方向に、各立板の上辺から下辺に至るように２列で等間隔に配列された多数個
の組立用小孔１８が形成されていることである。各小孔１８は立板１２～１５の表面から
裏面へと貫通する貫通孔である。
　より具体的に、小孔１８の配置について説明する。小孔１８は、各立板１２～１５の上
下に延びる一辺から寸法１４７ｍｍ内側に形成されている。よって、２列の小孔１８の間
隔は２５６ｍｍである。
【００１７】
　また、上下に隣接する小孔１８の形成間隔は、それぞれ６４ｍｍとなっており、各立板
１２～１５の下辺から４７．５ｍｍ上方に最初の小孔（最下部の小孔）１８が形成されて
いる。最上部の小孔と上辺とは４７．５ｍｍの間隔である。
　そして、システム机１０は、各立板１２～１５の下方からたとえば１１番目の小孔１８
にボルト１９が挿入され、当該ボルト１９が天板１１の側面に形成されたねじ孔にねじ込
まれることにより組み立てられている。
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【００１８】
　組み立てられた状態において、システム机１０は、図１に示すように、天板１１に向か
って左側には、天板１１の左奥の角を平面視直角に囲むように、長立板１２、１３の上方
部が上方へ立ち上がっている。
　このため、長立板１２、１３の上方部１２Ｕおよび１３Ｕは、天板１１の側方および奥
側を覆うパーテーションまたは衝立の働きをする。さらに、この上方部１２Ｕ、１３Ｕに
は多数の小孔１８が上下方向に形成されているので、この小孔１８のうちの任意の小孔１
８を利用することにより、棚板２０、２１を取り付けることができる。棚板２０、２１は
、いずれも、長立板１２、１３の背面側（天板１１と反対側）から挿入されたボルト等に
よって取り付けることができる。
【００１９】
　なお、天板１１の高さを調整したい場合には、短立板１４、１５の高さの寸法範囲内に
おいて、天板１１の高さ位置を調整することが可能である。この調整は、ボルト１９を通
す小孔１８を変更することにより、容易に行うことができる。
　図７は、この発明の一実施形態に係るシステム机１０の組み立て状態の変形例を示す斜
視図である。図７に示すように、システム机１０は、一対の長立板１２、１３を天板１１
の奥側を支持するように配置し、一対の短立板１４、１５が天板１１の左右側辺を支持す
るように組み立ててもよい。このように組み立てると、図７に示すように、天板１１の奥
側（背面側）に背面板が立設されたシステム机１０とすることができる。そして天板１１
の奥側から垂直上方へ立ち上がった長立板１２、１３の上方部１２Ｕ、１３Ｕを用いて、
棚２２を取り付けたり、掲示ボード２３を取り付けたりして活用したり、パーテーション
部材として利用することができる。
【００２０】
　図８は、この発明の一実施形態に係るシステム机１０のさらに他の組み立て例を示す斜
視図である。図８の組み立て状態では、一対の長立板１２、１３が天板１１の左右側辺を
支持しており、一対の短立板１４、１５が天板１１の奥側を支持した組み立て構造となっ
ている。
　このように、この実施形態に係るシステム机１０は、図１に示す状態、図７に示す状態
、図８に示す状態のように、その組み立て状態を種々変えることができ、机を配置する場
所、机を使用する目的等に合わせて、ユーザが所望の組み立て状態に組立てて使うことが
できる。
【００２１】
　図９は、この発明の他の実施形態に係るシステム机３０の構成を示す斜視図である。図
９に示すシステム机３０の特徴は、天板１１と、４枚の立板３１、３２、３３、３４とを
有し、４枚の立板３１～３４が全て長立板（前述した長立板１２と同じ構造）となってい
ることである。
　このように、天板１１を支持する４枚の立板を全て長立板３１～３４とすることにより
、天板１１の周囲が長立板３１～３４の上部で囲われ、プライベート空間を区画すること
のできるシステム机とすることができる。
【００２２】
　この発明は、以上説明した実施形態に限定されるものではなく、請求項記載の範囲内に
おいて種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】この発明の一実施形態に係るシステム机１０の斜視図である。
【図２】この発明の一実施形態に係るシステム机１０の正面図である。
【図３】この発明の一実施形態に係るシステム机１０の右側面図である。
【図４】この発明の一実施形態に係るシステム机１０の左側面図である。
【図５】この発明の一実施形態に係るシステム机１０の平面図である。
【図６】この発明の一実施形態に係るシステム机１０の背面図である。
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【図７】この発明の一実施形態に係るシステム机１０の組立状態の変形例を示す斜視図で
ある。
【図８】この発明の一実施形態に係るシステム机１０の組立状態のさらに他の変形例を示
す斜視図である。
【図９】この発明の他の実施形態に係るシステム机３０の構成を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１０、３０　　システム机
　１１　　天板
　１２、１３　　長立板
　１４、１４　　短立板
　１８　　組立用小孔
　１９　　ボルト
　２０　　棚板
　３１、３２、３３、３４　　長立板

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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